
議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定状況調査結果の概要(確定版) 

 

◇ 調査対象：令和６年４月１日現在の 926 町村議会（743 町、183 村） 

◇ 回答数 ：926 町村 

 

調査結果 

⑴  令和６年４月１日現在において、議会議員の請負の状況の公表に関する条例等を制定

している町村数は 443 町村(48%)であり、未制定の町村は 483 町村(52%)である。 

 

⑵  議会議員の請負の状況の公表に関する条例等を制定している 443 町村のうち、「条例」

により制定した町村は 398 町村(43%)であり、その内訳としては全国町村議会議長会が

参考として示した「○○町（村）議会議員の請負の状況の公表に関する条例（例）」に

準拠した条例を制定した町村が 382 町村(41%)、「政治倫理条例」において規定した町村

が 16 町村(2%)である。 

 

⑶  議会議員の請負の状況の公表に関する条例等を制定している 443 町村のうち、規程等

により制定した町村は 45 町村(5%)であり、その内訳としては「規程」が 33 町村(3%)、

「要綱」が 8町村(1%)、「申し合わせ」が 4町村(1%)となっている。 

 

⑷  議会議員の請負の状況の公表に関する条例等を未制定の 483 町村のうち、今後制定す

る予定のある町村は 109 町村(12%)であり、その制定時期は「令和６年度」が 63 町村

(7%)、「令和７年度」が 15 町村(2%)、「その他」が 31 町村(3%)となっている。「その他」

の主なものは、「協議中」や「次期改選までの間」などである。 

   なお、制定の予定がない町村については 374 町村(40%)となっている。 

 

 

（単位：団体）
町村数　926

条例等により制定
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0
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4
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3
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3
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3
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8
4
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3
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の
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計
値

の
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必
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0
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と
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い
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合
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あ
る
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の
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